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情報公開・個人情報保護審査会第４部会開催記録 

 

１ 日時  令和４年１月２７日（木）１３：５０～１７：４５ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席者 小林昭彦部会長，塩入みほも委員，常岡孝好委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和４年（行情）諮問第２０号「統合幕僚長指示一覧の一部開示決

定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（２）事件名：令和４年（独情）諮問第５号「「改選時における国会議員又は地方

公共団体の議会の議員の事務処理の見直し」において指示された特

定の事項が記載されたメール等の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：日本年金機構 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（３）事件名：令和４年（行個）諮問第５００７号「本人と特定役職との特定日の

応接記録の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（４）事件名：令和３年（行情）諮問第２０２号「「平成３０年度懲戒処分等に係

る「調査官の指名について」等の一部開示決定に関する件」」 

諮問庁：防衛装備庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（５）事件名：令和３年（行情）諮問第２２１号「特定税務署評価専門官部門の超

過勤務命令簿（平成２９年分）の開示決定に関する件（文書の特

定）」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（６）事件名：令和３年（行情）諮問第２２２号「特定税務署評価専門官の超過勤

務命令簿（特定期間分）の開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（７）事件名：令和３年（行情）諮問第２２３号「特定税務署評価専門官の超過勤

務命令簿（特定期間分）の開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（８）事件名：令和３年（独個）諮問第６６号「本人に係る「厚生年金保険記号番

号と国民年金記号番号の総て」等の不開示決定に関する件」 

諮問庁：日本年金機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（９）事件名：令和３年（行個）諮問第８０号「本人が特定日付けで事前相談した

際の質疑応答事績簿等の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（10）事件名：令和３年（行情）諮問第３１５号「特定保険会社に係る「保険計理

人意見書の写しおよび附属報告書の提出について」の一部開示決定

に関する件 

諮問庁：金融庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（11）事件名：令和３年（行情）諮問第５０８号「収入印紙等の売りさばきに関す

る事務の委託に関する文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁：財務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（12）事件名：令和２年（行情）諮問第６９１号「特定の開示決定等の対象文書の

開示実施を行った職員の経歴が分かる文書の不開示決定に関する

件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（13）事件名：令和２年（行情）諮問第６９２号「特定の開示決定等の対象文書の

開示実施を行った職員の経歴が分かる文書の不開示決定に関する

件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（14）事件名：令和３年（行情）諮問第２８７号「「平成２６年度教育実施成果に

ついて（報告）」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（15）事件名：令和３年（行情）諮問第３４０号「理財局長等へ報告された特定事

案について担当課が作成した文書の開示決定に関する件（文書の特

定）」 

諮問庁：財務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
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（16）事件名：令和３年（行情）諮問第１１号「「令和元年分事後審査の実施につ

いて（指示）」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（17）事件名：令和３年（行情）諮問第４６２号「令和元年分に係る「事後審査の

処理状況」の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（18）事件名：令和３年（行情）諮問第１８０号「個別納税者の税務調査等に関し

国会議員等が広島国税局等に口利きなどの介入を行った場合の経緯

等を記載した報告文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局 


